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指標名 町営住宅建設戸数

２　基本施策指標

指
標
１

町営住宅管理戸数

町営住宅管理戸数

計画策定時（Ｈ19） 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 目標値（H24）

291戸

295戸（H18） 299戸 299戸 295戸 283戸

１　施策の概要

基本方針
住宅ニーズに対応するため、公営住宅の計画的な建替えと適切な維持管理を進めます。また、住宅取得希望者
が円滑に住宅を取得できるよう、公共・民間による宅地の分譲と、国・道の制度を含めた各種支援制度の活用
を進めます。

現状と課題

 【現状】（平成２１年度末）  【現状】（平成２3年度末）

公営住宅ストック総合活用計画に基づいた建替と適切
な維持管理を実施している。また、移住希望者の住宅
取得に向けた移住相談窓口の整備、お試し住宅の開設
等の支援を実施している。

公営住宅長寿命化計画に基づいた建替や修繕等適切な
維持管理を実施しており、民間住宅に対しては住環境
の整備に向けた支援施策を実施している。移住促進対
策としては体験に向けた情報や体験住宅の提供、町有
地の無償貸付を行った。

 【課題】（平成２１年度末）  【課題】（平成２3年度末）

建替計画の推進と建替以外の既存ストック住宅に対す
る、将来の更新コスト及び改修コスト縮減への取り組
みが必要である。また、移住希望者への窓口の充実と
情報発信力の向上が求められている。

 町民の住宅ニーズや住宅需要への対応のため、更新期を迎
えつつある老朽・狭隘化した公営住宅の建替計画の推進と
新たな公的賃貸住宅の整備についての取り組みが必要であ
る。また、定住等の施策目的達成に向け民間の住環境整備
や移住希望者に対する支援制度の充実と啓蒙・活用の推進
が求められている。
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町営住宅建設戸数

町営住宅建設戸数

計画策定時（Ｈ19） 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 目標値（H24）

40戸

8戸 8戸 8戸 8戸
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評価結果

① Ａ

４　施策の個別評価【Ａ : 評価が高い　Ｂ : やや高い　Ｃ : やや低い　Ｄ : 低い】

評価の視点 理　由　、　説　明　等

妥　当　性
老朽・狭小住宅の解消等居住水準向上を目的とした公営住宅建替の推進及び民間住宅の住
環境整備や移住希望者に対する体験居住への環境整備に対する支援については定住・住宅

雄武町快適住まいづくり促進事業 建築係 37,656 Ａ 継続／現状維持 Ａ

公営住宅整備事業 建築係 161,064 Ａ 継続／現状維持 Ａ

移住促進対策事業 企画調整係 0 Ａ 継続／現状維持 Ａ

３　単位施策を構成する事務事業の評価結果等

【貢献度の区分　Ａ : 高い　Ｂ : やや高い　Ｃ : やや低い　Ｄ : 低い　Ｅ : なし】

№ 事　　務　　事　　業　　名 担当係名
23年度
決算額

（千円）
総合評価

今後の
展開方向

単位施策へ
の貢献度

① Ａ

② Ａ

③ Ａ

④ Ａ

⑤ Ａ

　Ａ : 政策目標の達成に効果的であり、現在の施策を継続することが必要　等

　Ｂ : 政策目標の達成に効果的であるが、具体的な課題の解決に向けて一部取組を改善するなど、施策を充実することが必要

　Ｃ : 政策目標がほぼ達成されていることから、施策が一定の役割を終えつつあり、終期を見据えて縮減することが必要　等

　Ｄ : (1)政策目標の達成に効果的であるが、事業構成が十分ではなく、新たな事業構築など取組を全体的に見直すことが必要

　　　(2)政策目標の達成に向けた効果が認められないことから、施策の廃止も含めて抜本的に見直しすることが必要　等

老朽・狭小住宅を解消するための建替事業
を継続する。民間住宅や移住者を対象とし
た支援施策については施策内容の充実によ

同左

建替事業により持ち家以外の住宅必要者へ
良好な住環境の住宅が供給されており、民
間住宅への支援や体験移住可能な環境整備
とともに定住等施策目的が達成されてい
る。

同左

継続／現状維持 継続／現状維持

５　総合評価【Ａ～Ｄ】

自己評価（一次評価） 評価会議評価（二次評価） 町長評価（三次評価）

Ａ Ａ

効　率　性
老朽・狭小住宅の建替により将来の維持管理費が縮減となり、移住体験事業については受
益者負担により町財政負担の発生が無く移住実現が図られており、民間住宅への支援策と
ともに定住対策や地域経済の活性化が図られていることから、効率的と判断する。

公　平　性
建替事業による住環境や住宅需要ニーズへの対応及び移住体験事業や民間住宅への支援で
は定住・住宅取得対策となる施策で理解が得られるものと判断する。

町民意見の反映
建替事業推進に向け事業着手前や中間期、入居者に対し説明会を実施し意見反映に努めて
いる。過疎化対策としての民間住宅や移住者への支援施策に取り組むことは当然である。

妥　当　性 環境整備や移住希望者に対する体験居住への環境整備に対する支援については定住・住宅
取得等に向けた施策として妥当である。

有　効　性
建替の推進により老朽・狭小住宅の解消、住環境の向上が図られており、また、定住・住
宅取得対策として民間住宅や移住希望者への支援の取り組みを実施しており成果が得られ
ている。

今後の方向性

＊今後の方向性の区分
　　○継続／現状維持又は拡充又は縮小又は統合又は内容の見直し・変更　　○終了　　○休止　　○廃止　

た支援施策については施策内容の充実によ
る取り組みを継続する。


